
発掘作業員と整理作業員登録者の募集について 

 

豊橋市内で実施する遺跡の発掘調査での発掘業務と、発掘された物の整理業務に携わる作業員の

登録者を募集します。雇用は業務が存在する期間のみとなり、特に発掘調査については不定期で実

施します（応募いただいた方を事前に登録し、発掘調査期間内で日数を区切って雇用します）。 

応募される方は所定の登録申込書（履歴書）に必要事項を記入し、写真貼付のうえ 豊橋市文化財

センター（松葉町三丁目１番地：こども未来館東側）へ提出してください。後日面接を行った上、

登録者を決定します。 

記  

受 付 期 間 

 ・令和７年６月２日（月）～６月２０日（金）（必着） 

申 込 方 法 

・所定の登録申込書（履歴書）を、豊橋市文化財センターへ郵送または持参 

※ 持参の場合は９：００～１７：１５（土日祝を除く）に豊橋市文化財センターまで 

募 集 人 員（登録予定人数） 

 ・発掘作業：６人程度 

・整理作業：１人程度 

面接会場と日時 

 ・会場は豊橋市文化財センター 

・令和７年７月３日（木） 午前１０時からを予定 ※都合が付かない方は要相談 

任 用 方 法 

 ・業務（アルバイト）をお願いする場合には、事前に電話等で連絡します。 

任 用 期 間 

 ・原則、連続で任用する場合は、最長２か月とします。業務の内容により、日数が短期の場合もあ

ります。  

業 務 時 間 

 ・発掘作業：９：００～１６：３０（実質６時間３０分業務） 

・整理作業：８：３０～１６：３０（実質７時間業務）    

※いずれも１２：００～１３：００は休憩 

※ 原則、所定労働時間を超える労働はありません。（業務の都合により異なる場合があります。）  

休   日 

 ・原則、土曜・日曜・祝日法で定める休日・年末年始  

  ※ 業務時間、休日は業務の都合（状況）により異なる場合があります。 

給 与 等 

 ①報酬  ・発掘作業時給 １，３０５円 

     ・整理作業時給 １，２１７円 

       ※令和７年５月現在 

 ②通勤手当 通勤方法及び通勤距離、業務日数に応じて支給します。 

 ③その他 毎月末日締め、翌月２１日支払い（２１日が休日の場合は順次繰上げ）   



業務内容等 

 ・発掘作業：職員の指示のもと遺跡の発掘等を行います。 

・整理作業：職員の指示のもと発掘された出土品の整理等を行います。  

業務場所  

・発掘作業：豊橋市内の発掘調査現場 

・整理作業：豊橋市文化財センター 

通  勤 

公共交通機関、自転車、自動車等いずれの手段でも可能です。ただし、一部駐車場のない現場の

場合があります。また、自動車運転の際はシートベルト着用し、交通ルールを十分守ってください。  

服 装 等 

服装は原則として私服で勤務していただきます。ただし、あまりにも華美な服装又はラフな服装

については避けるようお願いします。常に誰もが好感の持てる服装を心がけてください。なお、発

掘業務は作業着や帽子等発掘作業に適した動きやすい服装で参加してください。 

執 務 態 度 

作業で判断を求められる場合は、自分勝手な判断をせず必ず職員に確認してください。指示内容

をよく理解して、分からないことがあれば質問をしてください。 自分の持ち場を離れる時は、必ず

用件と行き先を職員に告げ、用件が終わり次第速やかに職場へ戻ることを心掛けてください。 

各 種 保 険 

社会保険については原則加入しません。また、雇用保険については、勤務の条件によって加入の

有無が変わります。詳しくは、任用通知書をご確認ください。市教育委員会で１か月任用される時

の報酬が一定額を超える場合、現在加入している健康保険の保険者によっては、被扶養者から除外

される場合がありますのでご注意ください。また、家族手当（扶養手当等）についても、同様に支

給対象から除外される場合がありますので、必ず扶養者にご確認ください。 

 ※２月を超えて勤務すると、健康保険、厚生年金保険への加入が義務付けられ、現在加入の保険か

ら脱退することとなる場合があります。  

そ の 他 

アルバイトも地方公務員法により一般の職員と同様に服務規律の適用を受けます。法令や職務命

令に従う義務、秘密を守る義務（勤務中に知り得た情報を他に漏らしてはいけないこと）等に十分

留意してください。 任用期間中に営利企業等に従事する（市教育委員会以外でアルバイトをする

こと）場合は、速やかに各所属へ報告してください。 任用の際、任用通知書をお渡ししますので、

勤務時間・報酬額等任用条件について必ず確認してく ださい。また、健康管理には十分注意して心

身の健康維持に努めてください。その他不明な点については、豊橋市文化財センターまでお問い合

わせください。  

問合せ先 

豊橋市役所 美術博物館 文化財センター  

〒４４０－０８９７ 豊橋市松葉町三丁目１番地 ℡０５３２（５６）６０６０ 


